
JP 6100506 B2 2017.3.22

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　軟性部を有する挿入部を備えた咽頭用内視鏡であって、
　上記軟性部は、金属素線を巻回して構成された金属素線円筒体を含み、
　上記金属素線円筒体は、上記軟性部に外力が加えられて曲げられたときその曲がり癖が
つくように、金属素線の重なり部分が拡散接合によって接合されていることを特徴とする
咽頭用内視鏡。
【請求項２】
請求項１記載の咽頭用内視鏡において、上記軟性部は、先端側から基端側に向かって外径
が漸増するテーパ形状領域を有する咽頭用内視鏡。
【請求項３】
請求項１または２記載の咽頭用内視鏡において、上記軟性部は、可撓性が長さ方向で異な
る咽頭用内視鏡。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線の密度が軟
性部の長さ方向に非一様である咽頭用内視鏡。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線円筒体は、
金属素線の巻回数が軟性部の長さ方向で異なる咽頭用内視鏡。
【請求項６】
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請求項１ないし３のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線円筒体は、
金属素線の編組体からなる網状管からなり、該編組体の素線束の配置ピッチが軟性部の長
さ方向で異なる咽頭用内視鏡。
【請求項７】
請求項１ないし６のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線円筒体の巻
線密度は、軟性部の先端側から基端側にかけて漸増している咽頭用内視鏡。
【請求項８】
請求項１ないし７のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線円筒体の内
側には、帯状螺旋管が内蔵されている咽頭用内視鏡。
【請求項９】
請求項８記載の咽頭用内視鏡において、上記帯状螺旋管と金属素線円筒体の金属素線の間
にも、拡散接合が存在する咽頭用内視鏡。
【請求項１０】
請求項１ないし９のいずれか１項記載の咽頭用内視鏡において、上記金属素線円筒体の外
囲には、樹脂層が存在している咽頭用内視鏡。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、咽頭用内視鏡に関する。
【背景技術】
【０００２】
　内視鏡は、軟性鏡と硬性鏡に大別される。軟性鏡は、内視鏡の挿入部に可撓性を有する
軟性部を設けたものであり、この軟性部の先端に湾曲部を介して先端部が連続されている
。先端部には、所定位置に、観察窓、照明窓、処置具挿通チャンネル開口部等が配設され
ている。湾曲部の方向は、操作部に設けた湾曲レバーの操作により調整することができる
。一方、硬性鏡は、挿入部の可撓性が抑えられており、挿入部を自由に変形させることは
できない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００４-１４１４９２号公報
【特許文献２】特開２０１０-２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　軟性鏡では、術者は、挿入部を推し進める位置の微調整のためと、湾曲レバーの操作の
ために両手を使うことが必要であった。しかし、例えば、口腔から挿入して咽頭を観察す
る咽頭鏡では、口腔から咽頭までの距離は患者毎に区々であるため、個々の患者に合わせ
て、挿入部の形状を変化させてその形状を維持する曲がり癖（術者が手で所望の角度に曲
げた後、手を放してもその角度が維持される程度の曲がり癖）を付けることができれば、
片手での操作が可能である。すなわち、湾曲操作を行っている手で挿入部の位置調整がで
きるようになることから、挿入部の位置調整に利用していた手が空き、利便性が増す。
【０００５】
　特許文献１、２では、挿入部軟性部の硬度を部分的に変化させる挿入部構造を提案して
いるが、以上のような要求に応えることはできない。
【０００６】
　本発明は、以上の問題意識及び着眼に基づき、軟性部に曲がり癖を付けることが可能な
咽頭用内視鏡を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
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【０００７】
　本発明は、軟性部の軟性部内に、金属素線を複数層巻回して円筒状にした金属素線円筒
体を含ませ、かつこれら金属素線の重なり部分を拡散接合（焼結）によって接合すると、
金属素線の巻回数及び拡散接合の程度（強度）よって、強弱の曲がり癖を付けることがで
きることを見出して完成されたものである。
【０００８】
　すなわち、本発明は、軟性部を有する挿入部を備えた咽頭用内視鏡であって、上記軟性
部は、金属素線を巻回して構成された金属素線円筒体を含み、上記金属素線円筒体は、上
記軟性部に外力が加えられて曲げられたときその曲がり癖がつくように、金属素線の重な
り部分が拡散接合によって接合されていることを特徴としている。
【０００９】
　拡散接合の強度は、上記金属素線の軟性部長さ方向への巻回数の多寡の設定と、該金属
素線の重なり部分の素線表面の粗さ（平滑面であるほど接合強度大）に大きく影響するこ
とが知られている。そこで、本発明の内視鏡軟性部構造は、挿入部の軟性部内に、金属素
線を複数層巻回して円筒状にした金属素線円筒体を含ませた内視鏡軟性部において、巻回
数の多寡、および素線表面の粗さ調節によって、上記金属素線円筒体の曲がり癖の付けや
すさを調節可能である。本発明の一態様では、上記軟性部に先端側から基端側に向かって
外径が漸増するテーパ形状領域を設けることにより曲がり癖のつけやすさを調整可能にし
た。本発明の他の態様では、上記軟性部の可撓性を長さ方向で異ならせることにより曲が
り癖の特性を調整可能にした。
【００１０】
　拡散接合は、JISで、「母材を密着させ，母材の融点以下の温度条件で，塑性変形をで
きるだけ生じない程度に加圧して，接合面間に生じる原子の拡散を利用して接合する方法
」と定義されている。「重なり部分を拡散接合する」とは、重なり部分の全てを拡散接合
する（しなければならない）との意ではない。拡散接合によれば、その強度（程度）の設
定によって、接合部分の数及び強度を変化させ、曲がりやすさを調節することができる。
単純化すれば、拡散接合部分の数が多く接合強度が強い程曲がりにくく、拡散接合部分の
数が少なく接合強度が弱い程曲がりやすい（しかし、曲がり癖はつけることができる）軟
性部を得ることができる。
【００１１】
　本発明の内視鏡の軟性部構造において、金属素線円筒体中の金属素線の密度は、軟性部
の可撓性が長さ方向に異なるように、長さ方向に非一様とすることができる。
【００１２】
　巻線密度が非一様の金属素線円筒体は、少なくとも２つの態様が可能である。１つの態
様は、金属素線の巻回体であり、金属素線の密度、つまり巻回数を軟性部の長さ方向に異
ならせている。他の１つの態様は、網状体（管）であり、網状体を構成する編組体の金属
素線束の密度、つまり素線束の配置ピッチを軟性部の長さ方向に異ならせている。
【００１４】
　軟性部内には、通常（本発明においては必須でないが）、１層または２層の帯状螺旋管
が内蔵されるが、本発明の金属素線円筒体は、金属素線に重なり部分が存在し、重なり部
分を拡散接合する点で、この帯状螺旋管とは区別される。帯状螺旋管には重なり部分は存
在しない。さらに、金属素線の線形（線径）によっても、帯状螺旋管とは区別される。本
発明において、帯状螺旋管が存在する場合には、外層の帯状螺旋管と金属素線円筒体の金
属素線の間にも拡散接合を存在させることができる。金属素線円筒体の金属素線と帯状螺
旋管との間に拡散接合を存在させないことも可能であるが、拡散接合を存在させた状態の
方が、曲がり癖を付けた後、元の形状に戻しやすい。
【００１５】
　金属素線円筒体の巻線回数の変更態様には自由度があるが、最も一般的な態様は、先端
側から基端側にかけて巻線回数を漸増させる態様である。
【００１６】
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　巻線密度が非一様の金属素線円筒体の外囲（つまり最外層）には、樹脂層（高分子層）
を設けることができる。本発明では、この最外層樹脂層の厚さを変化させることなく、軟
性部の可撓性を長さ方向に変化させることができるが、他の目的で最外層樹脂層の厚さを
変化させてもよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明は、咽頭用内視鏡の軟性部内に、金属素線を複数層巻回して円筒状にした金属素
線円筒体を含ませ、かつこれら金属素線の重なり部分を拡散接合によって接合したので、
金属素線円筒体の変形の自由度を重なり部分の拡散接合によって制限することができ、そ
の結果、術者の好みの曲がり癖を付けることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明を適用した内視鏡の全体構成を示す平面図である。
【図２】図１の内視鏡の軟性部の一実施形態を示す縦断面図である。
【図３】図１に示す内視鏡の軟性部を含む挿入部の部分断面図及びこの部分断面の拡大図
である。
【図４】図２、図３の軟性部の積層構造を示す分解斜視図である。
【図５】図２、図４の軟性部の金属素線円筒体の巻回密度が変化する部分の模式断面図で
ある。
【図６】（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）、（Ｄ）は、帯状螺旋管の周囲に巻回する金属素線の巻
回態様を示す側面図である。
【図７】本発明の内視鏡の軟性部構造の第２の実施形態を示す、挿入部の部分断面及びこ
の部分断面の拡大図を含む図３に対応する図である。
【図８】図７の実施形態を適用した内視鏡挿入部全体の正面図である。
【図９】本発明の内視鏡の軟性部構造の拡散接合による接合態様の一例を示す模式図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　図１は本発明の実施形態に係る内視鏡の全体構成を示しており、操作部２に連結された
可撓管１の先端部分には、操作部２に設けられた湾曲操作ノブ３を回動操作することによ
り任意の方向に任意の角度だけ屈曲させることができる湾曲部４が連結されている。
【００２０】
　湾曲部４のさらに先端側には、対物光学系や固体撮像素子等を内蔵した先端部本体５が
連結され、基端側には軟性部６が連結されている。また、操作部２から延出する可撓性の
ユニバーサルコード７の端部には、外部機器であるビデオプロセッサに連結されるコネク
タ８が取り付けられている。
【００２１】
　本実施形態は、軟性部６の構造を特徴とするものであり、図２ないし図６は、その第１
の実施形態を示している。軟性部６には、図２ないし図４に示すように、その中心側から
順に、帯状螺旋管６１、金属素線円筒体６３及び樹脂チューブ６４が備えられている。こ
の軟性部６の基端部側には、該軟性部６を操作部２に接続するための留め環６５（図２）
が、接着、半田、ロウ付け等の手段で固定され、先端部側には、該軟性部６を湾曲部４に
接続するための連結環６６（同）が、同様に接着、半田、ロウ付け等の手段で固定されて
いる。
【００２２】
　金属素線円筒体６３は、帯状螺旋管６１の上に、金属素線６３１を巻回（ワインディン
グ）して形成したものであり、その巻回数を先端側から基端側にかけて漸増させている。
すなわち、図３の例では、軟性部６の先端側の一定区間Ｌは、同一巻回数としているのに
対し、基端側の区間Ｓでは、巻回数（積層数）を漸増させ、内径は同一であるのに対し外
径が漸増するテーパ円筒状をなしている。
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【００２３】
　図６は、帯状螺旋管６１（図６（Ａ））上に巻回する金属素線６３１の巻回態様を示し
ている。この例では、同図（Ｂ）のように、帯状螺旋管６１の右側から左側に一定ピッチ
Ｐで金属素線６３１の巻回を開始し、折返地点で折り返して、今度は左側から右側に巻回
する（同図（Ｃ））。さらに、必要な巻回数に応じて、この左方巻回と右方巻回を繰り返
す（同図（Ｄ））。この巻回数（積層数）を軟性部６の長さ方向に異ならせることにより
、テーパ円筒状の金属素線円筒体６３を形成することができる。図５は、金属素線６３１
を平線（丸線を圧延したもの）として、テーパ円筒状に巻回した模式図である。
【００２４】
　加えて、本実施形態では、以上のように金属素線６３１を巻回してなる金属素線円筒体
６３と帯状螺旋管６１に、拡散接合を施し、重なり部分を接合している。拡散接合は、上
述のように、「母材を密着させ，母材の融点以下の温度条件で，塑性変形をできるだけ生
じない程度に加圧して，接合面間に生じる原子の拡散を利用して接合する方法」（JIS）
であり、金属素線６３１の重なり部分に選択的に接合が生じる結果、可撓性が制限される
。本実施形態は、拡散接合による可撓性の制限を利用して、軟性部６に曲がり癖が付けら
れるようにしたものであり、どの重なり部分に拡散接合が生じるかは問題にしない（検証
していない）。金属素線円筒体６３の金属素線６３１の巻密度と、拡散接合の程度により
、軟性部６の可撓性の制限の程度（曲がり癖の付けやすさ）には明らかな差が生じること
が確認された。単純化すれば、拡散接合部分の数が多く接合強度が強い程曲がりにくく、
少なく弱い程曲がりやすい（しかし、曲がり癖はつけることができる）軟性部を得ること
ができる。同一の拡散接合強度であれば、金属素線６３１の巻密度が高いところは低いと
ころに比して大きく可撓性が制限される。
【００２５】
　図９は、金属素線６３１を帯状螺旋管６１上に単純に１回往復巻きし、金属素線６３１
と帯状螺旋管６１の接触部分Ａ（網掛け部分）、及び金属素線６３１の重なり部分Ｂ（黒
塗り部分）の全てに拡散接合が生じたとした場合のモデル図である。いま、図９の状態で
、軟性部６に曲率を大きくする方向の力が加わると、中立線（軟性部軸線）Ｎの図の右側
の金属素線６３１にはＡ点とＢ点の間で引張力が加わり、左側の金属素線６３１にはＡ点
とＢ点の間で圧縮力が加わる。中立線Ｎを跨ぐ金属素線６３１のＢ点とＢ点の間には殆ど
引張力も圧縮力も加わらない。引張力あるいは圧縮力を受けた金属素線６３１（特に引張
力を受けた金属素線６３１）は、Ａ点とＢ点の間で塑性変形し、軟性部６は曲がった状態
に維持される（曲がり癖が付く）。曲がり癖の付いた軟性部６を直線状に戻すと、以上と
逆の塑性変形が生じ、一部の塑性変形を残したまま直線状に戻る。
【００２６】
　以上の単純化モデルの説明は、金属素線６３１の巻回数が多数層となり、重なり部分（
接合部分）の数が増えても、通用する。実際、金属素線６３１の巻回数を増やした軟性部
６に対する逆方向の曲げを繰り返すと、金属素線円筒体６３（金属素線６３１）に破断が
生じ、使用できなくなることが確認された。つまり、個々の金属素線６３１は、塑性変形
が繰り返される結果破断すると考えられる。本実施形態の軟性部６は、永久使用を目的と
するものではなく、１０数度程度の利用（曲げ癖の付与）で交換するとしても、十分利用
価値がある。
【００２７】
　巻回された金属素線円筒体６３の外周には、常法に従い、樹脂チューブ６４が被せられ
ている。樹脂チューブ６４は、例えばチューブ状の樹脂を金属素線円筒体６３に被せる手
法、または溶融樹脂を金属素線円筒体６３上に形成する手法などにより形成できる。この
樹脂チューブ６４は、一様厚さに形成されている。樹脂チューブ６４の具体的な材料、厚
さ、形成手法は、問わない。金属素線円筒体６３と樹脂チューブ６４は、図２、図５に示
すように、留め環６５が大径であるのに合わせて、留め環６５側の端部を徐々に大径にし
たテーパ状としている。具体的には、留め環６５の端部筒状部６５１の内径６５２に、帯
状螺旋管６１及び金属素線円筒体６３の結合体を挿入固定し、外径６５３の外周に、テー
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パ状とした樹脂チューブ６４を被せている。
【００２８】
　このように、金属素線６３１の巻回数（巻線密度）を軟性部６の長さ方向に変化させる
と、巻回数の多い部分ほど、可撓性が低くなる。このため、可撓性分布を自由に設定する
ことができる。例えば上記のように軟性部６の先端側から基端側にかけて巻回数を漸増さ
せると、先端側の可撓性が高く基端側の可撓性が低い軟性部６を得ることができる。加え
て、金属素線６３１を巻回した金属素線円筒体６３に拡散接合を施すことにより、得られ
た可撓性を制限し、容易に曲げ癖を付けることができるようになる。
【００２９】
　図７は、本発明による軟性部６の別の実施形態を示している。帯状螺旋管６１及び樹脂
チューブ６４の構成要素は、第１の実施形態と同様である。金属素線円筒体６３は、この
実施形態では、網状体（管）からなっており、金属素線束６３２の密度（配置ピッチ）を
軟性部６の長さ方向に異ならせている。網状管の金属素線束６３２は、複数の金属素線６
３１を束ねたもので、素線の材質、径ｄ、１つの素線束に含まれる素線数（持数ｎ）、及
び編組される素線束の数（打数ｍ）によって、異なる性質の網状管が得られることが知ら
れている。網状管は、軟性部６の先端側の一定区間Ｌでは、金属素線束６３２の密度が小
さい（配置ピッチが大きい）のに対し、基端側の区間Ｓでは金属素線束６３２の密度が大
きい（配置ピッチが小さい）。このように、金属素線束６３２の間隔を変化させると、金
属素線束６３２の密度が大きい基端側の区間Ｓでは相対的に可撓性を小さくし、同密度が
小さい先端側の区間Ｌでは可撓性を大きくすることができる。図８は、軟性部６の網状管
の金属素線束の配列ピッチが小さい基端側の区間Ｓと、同配列ピッチが大きい先端側の区
間Ｌの分布（配置）例を示している。そして、この実施形態においても、金属素線束６３
２からなる金属素線円筒体６３に拡散接合を施すことにより、金属素線束６３２の重なり
部分、金属素線束６３２内の金属素線６３１間、あるいは金属素線束６３２と帯状螺旋管
６１との接触部分に拡散接合が生じるため、金属素線円筒体６３によって得られた可撓性
を制限し、容易に曲げ癖を付けることができる。
【００３０】
　第１の実施形態及び第２の実施形態の金属素線６３１及び金属素線束６３２の具体例及
び拡散接合の条件を挙げると次の通りである。
　　金属素線６３１
　材質：ステンレス鋼
　線形：丸線または平線
　線径：直径ｄ=０．０１ないし０．１０mmφの丸線、あるいは厚さ（及び幅）ｔ=０．０
１ないし０．１０mmの平線（丸線を圧延したもの）
巻回数：１回から３０回
拡散接合の条件；
接合雰囲気：不活性ガス（アルゴン等）
温度：９００℃
圧力：０．３ＭＰａ
時間：２時間
時間は、圧力を変化させることにより変動し、圧力を上げることにより短縮可能である。
　　金属素線束６３２
　材質：ステンレス鋼
　線形：丸線または平線
　線径：直径ｄ=０．０１ないし０．１０mmφの丸線、あるいは厚さ（及び幅）ｔ=０．０
１ないし０．１０mmの平線（圧延）
編み持数ｎ=１から１２本
編み打数ｍ=１０から７０本
拡散接合の条件；
接合雰囲気：不活性ガス（アルゴン等）
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温度：９００℃
圧力：０．３ＭＰａ
時間：２時間
時間は、圧力を変化させることにより変動し、圧力を上げることにより短縮可能である。
【００３１】
　以上の実施形態では、軟性部６中に１層の帯状螺旋管６１が存在するが、２層でもよい
。逆に、本発明は小径化のために帯状螺旋管を省略した軟性部６にも適用可能である。ま
た、以上の実施形態では、樹脂チューブ６４を一定厚（一定径）としたが、一定厚としな
くてもよい。例えば、操作部側の基端部の厚さを徐々に厚くして強度をアップし、折れ止
め作用を持たせることが可能である。
【符号の説明】
【００３２】
１　可撓管
２　操作部
３　湾曲操作ノブ
４　湾曲部
５　先端部本体
６　軟性部
６１　帯状螺旋管
６３　金属素線円筒体
６３１　金属素線
６３２　金属素線束
６４　樹脂チューブ（樹脂層）

【図１】 【図２】
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